
令 和 ６ 年
５月10日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

県
が
発
注
す
る
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
及
び
調
達
す
る
特
定
役
務
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
会
計
課
）

一
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○
公
告

林
業
種
苗
生
産
事
業
者
の
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整
備
課
）
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政
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団
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の
名
称
等
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政
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団
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名
称
等
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資
金
管
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の
名
称
等
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資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
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告

示

山
口
県
告
示
第
百
五
十
一
号

県
が
発
注
す
る
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
特
定
役
務
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
六
年
山
口
県
告
示
第
三
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
五
月
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

二
中
「
漁
業
取
締
船
せ
き
し
ょ
う
の
定
期
検
査
業
務
」
の
下
に
「
、
土
木
施
設
デ
ー
タ
活
用
シ
ス
テ

ム
開
発
業
務
」
を
加
え
る
。

公

告

（
八
九
）
林
業
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
生
産
事
業
者
の
登
録
を
し
ま
し
た
。

令
和
六
年
五
月
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

登
録
番
号

生
産
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

生
産
事
業
の
内
容

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

一
二
一
〇

有
限
会
社
く

に
き
よ
園
芸

玖
珂
郡
和
木
町
和
木
五
丁
目
二

番
三
八
号

幼
苗
の
育
成
及
び
幼
苗

以
外
の
苗
木
の
育
成

生
産
事
業
者
の
名
称
及
び

住
所
に
同
じ
。

一
二
一
一

株
式
会
社
花

の
海

山
陽
小
野
田
市
大
字
埴
生
字
赤

子
寝
三
三
九
二

〃

〃

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
五
月
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

上
田
け
ん
じ
後
援

会
上
田
研
司
横
山
周
太
山
口
市
小
郡
下
郷
824の

９
令
和
６
、

３
、
29

貞
本
昌
也
後
援
会
益
田

進
藏
永
咲
子
周
南
市
大
字
鹿
野
上
3142

〃
〃
13

し
げ
た
直
輝
後
援

会
重
田
直
輝
松
本
拓
也
防
府
市
大
字
高
井
402の

１
〃
〃
15

徳
並
良
治
後
援
会
徳
並
良
治
張

鳳
瓊
美
祢
市
伊
佐
町
伊
佐
野
崎

3569の
１

〃
〃
４

一
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山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
五
月
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

自
由
民
主
党
田
布
施
支
部

國
本
卓
也
会
計
責
任
者
小
川
宜
隆

藤
本

毅
令
和
５
、

10、
19

自
由
民
主
党
柳
井
支
部

福
田
敏
勝
〃

金
井
哲
明

岸
井
靜
治

令
和
６
、

３
、
25

自
由
民
主
党
山
口
県
自
動
車
販

売
支
部

大
原
敏
之
代
表
者
大
原
敏
之

小
川
秀
夫

〃
２
、
８

自
由
民
主
党
山
口
県
郵
政
政
治

連
盟
支
部

末
武

晃
会
計
責
任
者
瀬
村
英
俊

相
本
史
雄

〃
３
、
14

石
井
和
幸
後
援
会

篠
田
智
広
事
務
所
美
祢
市
大
嶺
町

北
分
677

美
祢
市
大
嶺
町

北
分
673

〃
〃
３

代
表
者
篠
田
智
広

吉
村
明
彦

江
島
き
よ
し
後
援
会

國
森
武
徳
事
務
所
山
口
市
小
郡
下

郷
2912の

３
山
口
市
小
郡
御

幸
町
７
番
31号

令
和
５
、

８
、
１

尾
上
よ
り
子
後
援
会

菊
地
隆
次
会
計
責
任
者
原
田
啓
子

則
松

界
令
和
６
、

３
、
15

孝
友
会

荒
川
政
義

事
務
所
大
島
郡
周
防
大

島
町
大
字
小
松

1720

大
島
郡
周
防
大

島
町
大
字
小
松

650
〃
〃
10

代
表
者
荒
川
政
義

佃
一
郎

会
計
責
任
者
山
本

勲
村
田
雅
典

全
国
旅
館
政
治
連
盟
山
口
県
支

部
森
本
洋
一
代
表
者
森
本
洋
一

宮
川

力
令
和
５
、

５
、
29

中
国
電
力
労
働
組
合
政
治
連
盟

山
口
統
括
本
部

田
村
慶
一
会
計
責
任
者
Ṥ
口
洋
平

堂
原

舞
令
和
６
、

３
、
１

長
岡
辰
久
後
援
会

大
国

功
代
表
者
大
国

功
山
田
泰
之

〃
〃
３

中
本
和
行
後
援
会

中
本
宏
和
〃

中
本
宏
和

松
本
昌
幸

令
和
５
、

〃
25

福
田
良
彦
後
援
会

河
村
偉
眞
雄
会
計
責
任
者
末
廣
嵩
史

寺
中
光
義

令
和
６
、

１
、
１

馬
越
帝
介
後
援
会

馬
越
帝
介
事
務
所
山
口
市
下
市
町

６
番
５
号

山
口
市
下
市
町

６
番
21号

令
和
５
、

８
、
〃

美
祢
市
維
新
の
会

坪
井
康
男
会
計
責
任
者
坪
井
康
男

坪
井
庄
二

令
和
６
、

３
、
５

柳
井
民
社
協
会

藤
沢
宏
司
事
務
所
柳
井
市
伊
保
庄

4483の
11

柳
井
市
柳
井

1578の
８

〃
〃
13

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
五
月
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

明
日
の
い
わ
く
に

森
川
敏
昭
森
重
典
夫
岩
国
市
南
岩
国
町
３
丁
目
13番
11－
２

号
令
和
６
、

３
、
18

阿
部
秀
樹
後
援
会

水
長
久
男
神
崎
真
弓
〃

周
東
町
下
久
原
1637の

８
令
和
５
、

12、
31

泉
ひ
ろ
き
後
援
会

斉
藤
和
彦
泉

圭
子
山
口
市
黄
金
町
７
番
15号

令
和
６
、

２
、
29

山
陽
小
野
田
の
新
た
な
力

を
創
る
会

花
本
敏
夫
花
本
敏
夫
山
陽
小
野
田
市
大
字
郡
4042

〃
３
、
13

清
水
教
昭
後
援
会

清
水
教
昭
清
竹
千
代
美
阿
武
郡
阿
武
町
大
字
宇
田
1337

令
和
５
、

12、
31

大
楽
俊
明
後
援
会

大
楽
俊
明
大
楽
富
美
子
光
市
室
積
２
丁
目
13番
17号

令
和
６
、

３
、
14

「
田
原
よ
し
ひ
ろ
」
と
美

祢
市
の
近
未
来
を
創
る
会
田
原
義
寛
並
川
泰
輔
美
祢
市
秋
芳
町
嘉
万
2322

令
和
５
、

12、
31

誰
ひ
と
り
取
り
残
さ
ず
、

み
ん
な
の
声
を
い
か
す
山

口
。

藤
永
佳
久
内
山
新
吾
山
口
市
中
央
１
丁
目
４
番
５
号

令
和
６
、

３
、
１

猶
野
智
和
後
援
会

猶
野
智
和
猶
野
和
則
美
祢
市
秋
芳
町
秋
吉
4236の

１
〃
２
、
29

花
本
敏
夫
後
援
会

武
田
房
枝
林

岳
山
陽
小
野
田
市
大
字
郡
4042

〃
３
、
13

山 口 県 報 （定期） 第 501 号

二

令和６年５月10日 金曜日



山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
五
月
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金

管
理

団
体

備
考

(

)

指
定

年
月
日

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

徳
並
良
治
美
祢
市
議
会

議
員

徳
並
良
治
後
援
会
美
祢
市
伊
佐
町
伊
佐
野
崎
3569

の
１

徳
並
良
治
令
和
６
、

２
、
29

長
尾
忠
明
平
生
町
議
会

議
員

長
尾
忠
明
と
平
生

町
の
新
時
代
を
考

え
る
会

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
村

572の
10

長
尾
忠
明
令
和
５
、

〃
23

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
六
年
五
月
十
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

資
金
管
理
団
体

の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
を

し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

馬
越
帝
介

馬
越
帝
介
後
援
会

事
務

所
山
口
市
下
市
町

６
番
５
号

山
口
市
下
市
町

６
番
21号

令
和
５
、

８
、
１

三
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令
和
六
年
五
月
十
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
五
月
十
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


